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日本における都市緑化事業の方途・
手法・技術の展開と課題
─「都市緑化学」構築に向けての序章─

近　藤　三　雄*
（平成 26 年 12 月 1 日受付/平成 26 年 12 月 5 日受理）

要約：本稿では，都市緑化の特異性とその事業を具体的に実践する上で，基幹となる都市緑化の「起源と系
譜」「方途に関しての基本的認識」「意義と効果」「環境特性と緑化用植物の生育との関係」「植栽基盤整備」「緑
化用植物の種類」「外来生物法と生物多様性との関係」「機能植栽」「街路樹」「建築空間域（屋上・壁面・室
内）の緑化」「森づくり」「植栽の維持管理」「都市緑化技術」等の現状の展開と今後の課題について，筆者
なりの視点やこれまでに得られた知見から取りまとめてみた。
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1．　は じ め に
　今では，かなり一般的な用語として知られるようになっ
た「都市緑化」，言葉として使用され，その概念が規定され，
意義が唱えられるようになったのは昭和の時代に入ってか
らである。この間，第二次世界大戦があり，戦災で壊滅的
な状況となった復興事業に伴って，その事業が様々に進展
した。1960 年代以降は公害・環境問題の解決策として関
連する事業に拍車がかかり，近年では都市への人口集中，
建築物の林立等の影響を受けたヒートアイランド現象の緩
和策，景観対策，また台風や地震に伴う自然災害の抑止策，
さらには生物多様性の保全など安全・安心な市民生活を確
保するという重大な責務も期待されるようになった。この
ことを受け，国や地方自治体で関連施策を様々に整備し，
都市緑化の推進に努めてきた。
　一方，都市は緑化で使用される植物の生育環境としては
特有の厳しい条件下におかれる。生育基盤となる土壌環境
の劣悪さや林立する建築物のもたらす日照条件の制約など
もあり，その実践は容易ではない。農作物の栽培とは全く
異なる都市緑化ならではの環境圧の除去策や厳しい環境圧
に耐性を有する植物の選択などの対応も必要となる。
　一説によると，人口の約 8 割が都市に住む時代，知恵を
絞り，都市生活者にとって，より快適で安全・安心な生活
環境を提供するための取組みの重要度はますます高まって
いる。その根拠となる知見を網羅した新たな領域の学問的
体系，つまり「都市緑化学」の構築が不可欠となる。
　なお，本稿では都市緑化学を「都市という人間の棲み（住
み）場を生物学的にも文化的にも快適な環境として創出す
るために造園学を基軸として，隣接する建築学，土木学，

園芸学はもちろんのこと広範な自然科学と人文・社会科学
の知恵を結集・統合した学際的な取組み，つまり実践的総
合科学」と定義する。
　筆者は 40 数年間の東京農業大学造園科学科の教員生活
において，まさに「都市緑化学」の構築に向けて必要な知
見の基になる実験研究に取組み，また，都市緑化の必要性
やそのあり方，知見を図書や関係著作にまとめ，あるいは
関係者への講演で語り，大学の講義（造園植栽学，植栽環
境論，都市緑化技術論，造園地被学等）で学生に教授して
きた。さらには関係団体（協会）の都市緑化に関する事業
活動や委員会を主導する，自身の所属する大学の研究室名
を都市緑化技術研究室にする等，様々な取組みを行ってき
た。それらの足跡については，82 項目に整理し，最近『自
分史からみた略半世紀の都市緑化の軌跡と論評，近藤三雄

（2014），グリーン考現学（25），グリーンニュース』と題
した小論にまとめた。
　また，関係する専門家や「公益財団法人都市緑化機構」
等の団体が，それぞれの立場で精力的な活動を行い，多く
の成果を上げている。ただし，正直，今の時点では「都市
緑化学」を構築・体系化するに必要な知見は十分出そろっ
ているとは言えない状況にある。今後，引続き関係者によ
る旺盛な活動成果を待ち，いずれ後学の士に「都市緑化学」
の体系化の仕事を託したい。
　本稿ではとりあえず「都市緑化学」を体系化する序章的
な位置付けで，都市緑化の特異性とその事業を具体的に実
践する上で基幹となる都市緑化の「起源と系譜」「方途に
関しての基本的認識」「意義と効果」「環境特性と緑化用植
物の生育との関係」「植栽基盤整備」「緑化用植物の種類」「外
来生物法や生物多様性との関係」「機能植栽」「街路樹」「建
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築空間域（屋上・壁面・室内）の緑化」「森づくり」「植栽
の維持管理」「都市緑化技術」等の現状の展開と今後の課
題について，筆者なりの視点やこれまでに得られた知見か
ら取りまとめてみた。

2．　都市緑化の起源と系譜
　都市緑化という用語と概念がいつ頃から提起されだした
かは不明である。上原敬二は筆者らが昭和 55（1980）年に
任意の研究グループとして設立した「都市緑化研究会」の
会誌「都市緑化研究 第 1 巻 第 1 号」の特別寄稿『発会に
寄せて』の一文の中で，「都市緑化研究の必要性はわかっ
ていた。この言葉が現れたのは 50 年も前だが（略）」とし
ている。つまり，1930 年代，昭和の初期には既に都市緑
化という概念があったものと推察される。
　因みに上原敬二は，その著作『造園大辞典』の中では，「都
市緑化」という用語は取り上げておらず，「都市造園（civic 
landscape：都市を対象とした造園のすべてをいう）」とい
う用語解説を行っている。
　おそらく上原が昭和の初期には都市緑化研究の萌芽が見
られたと指摘しているのは，都市計画学者であり，大阪市
の助役・市長を 20 年近く務めた関一（せき はじめ）が都
市計画の一環として「都市の緑化」計画を昭和 3（1928）
年と昭和 6（1931）年に相次いで発表したことを指すもの
と思われる。山脇佳子は『関一の計画思想が近代大阪の公
園緑地計画に及ぼした影響に関する研究』の中で，関一の
都市緑化論の骨子は「文教施設の緑化」，「街路・河川・広
場等公共スペースの緑化」，「緑化による都市美観形成」，「緑
化思想の普及」の 4 点であると指摘している。その後，昭
和 10（1935）年には，大阪市で緑化運動が起きている。
　内山正雄は『都市緑化の流れと意義』という論説の中で

「昭和 12（1937）年には内務省計画局が首唱して都市緑化
運動週間が設けられ，その内容は今日の都市緑化の範ちゅ
うとほとんど同じ，徐々に実施されたが，次第に戦争が激
しくなり緑化運動も消滅，戦後，荒廃した戦災都市の復興
が国土緑化推進運動の形で行われ，都市の緑化が本格的に
なるのは高度経済成長期の昭和 40 年代以降のことであろ
う」としている。
　改めて国は関連施策として都市緑化の方針と基軸を昭和
51（1976）年に「都市緑化対策推進要綱」として定め，その
後，昭和 55（1980）年には都市計画中央審議会より「都
市における総合的な緑化を推進するための中間報告」を受
け，さらに昭和 58（1983）年には緑化推進連絡会議が組
織化されるなど，緑化推進のための様々な施策を講じてい
る。一方，地方自治体においても都市緑化に係る様々な条
例あるいは要綱に基づく多様な施策を定め，その実行に取
組んでいる。

3．　都市緑化の方途に関しての基本的認識
　生活者にとって，あらゆる面で快適な都市環境を創出す
るという都市緑化の本義を達成するための具体的な都市緑
化の事業推進，計画・設計，施工，管理にあたって最低限
理解しておかなければならない点，あるいは留意すべき事

項について，筆者がこれまで，その時々の時流の様々な場
面で説いてきたことを 26 項目にまとめ，以下に示す。なお，
ほとんどの項目については他章で詳しく触れる。
　⑴　日本の気候・植生環境の特徴
　最低限の情報として，日本は亜寒帯，冷温帯，暖温帯，
亜寒帯の 4 つの気候帯を有し，多雨国で植物の種類も多く，
植生の回復力も大で，雑草天国であることは理解しておく
必要がある。
　⑵　四季の変化に富む
　春，夏，秋，冬の四季，あるいは梅雨を加えて五季の変
化に富むことも日本の大きな特徴である。都市緑化の実践
にあたっては常にそのことを認識し，季節感の演出を心が
ける。
　⑶　緑化（デザイン）素材としての植物の特質
　緑化素材としての植物の特質は生長する素材であり，新
緑・紅葉・裸木・開花・結実など季節に応じて，その表情
も変化する。また生育地（環境）を選び，人為によって樹
形等を自在に加工できる素材でもある。
　⑷　緑化目標・維持管理目標の明瞭化
　最終的に想定される完成型として，いかなる形姿の緑景
観をつくりあげ，それをどのような管理作業によって維持
していくか，計画時点で明瞭にしておく。
　⑸　緑化は絶対善ではない
　植栽や維持管理の仕方によっては時間の経過とともに，
時には藪を形成し，安全・安心ではない，様々な不快な状
況をつくりだすこともある。
　⑹　適地適栽
　植栽対象地の環境条件，空間特性，雰囲気に合致した植
物の選択を行い，植栽することが都市緑化の鉄則である。
　⑺　収量・生産性を目的としない
　都市緑化における植物の育成にあたっては農作物の栽培
とは異なり，収量や生産性を高めることは目的としない，
植物の形姿の美しさを担保することが第一義で，後々の維
持管理の負担を軽減することも考慮し，時には大きく伸ば
さない，育てない対応も必要となる。
　⑻　緑の量から質
　今後，都市内に緑の量が増えれば増えるだけ環境や景観
は良くなり，快適性も高まるという盲信は棄て，むしろ量
は少なくとも質の高い緑をいかにつくりだし，維持してい
くかが重要となる。
　⑼　植栽基盤整備の重要性
　都市緑化空間の多くは，植物の生育にとって不良な土壌
状態となっている。植物の健全生育が可能となるように改
良・整備することが不可欠となる。
　⑽　維持管理の重要性，緑の質はデザインより管理で決

まる
　緑化の質は当初のデザインよりも折々の的確な維持管理
によって決まる。周到な維持管理なくして良質な緑景観は
担保できない。
　⑾　完成型緑化
　苗木を植栽して，その後の生長を待ち，10～30 年後に植
栽が完成するような取組みではなく，植栽した時点で設計
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通りの植栽が完成するような対応が時には必要となる。こ
の場合，使用する樹木の栽培形態も露地栽培樹木から大型
コンテナ栽培樹木に変更する必要がある。
　⑿　緑化から「緑花」へ
　ただやみくもに植物材料で空間を覆い尽くすような従来
の緑化から，特に都心部等においては，より彩り豊かな花
材料によって空間をデザインする「緑花」という取組みに
視点を移す必要がある。
　⒀　都市緑化技術の活用
　植物の生育にとって厳しい環境条件下となる都市空間で
の緑化を可能とする，あるいは緑化の自由度を拡げるため
にも新たに開発された都市緑化技術を積極的に活用する。
　⒁　「栽培学的」「工学的」「生態学的」「デザイン学的」

の 4つの視点の総合が不可欠
　都市緑化事業の実践にあたっては，上記の 4 つの視点の
総合的取組みが不可欠となる。
　⒂　「足し算」から「引き算」の緑化へ
　既存の緑地や緑化空間においては，快適性や健全性保持
のため，稠密化，劣化した植栽空間の樹木を適度に間引き，
間伐を行う「引き算」の緑化の措置が不可欠となる。
　⒃　農薬の適正利用
　都市緑化空間の健全性・快適性保持のため農薬取締法で
指定された「除草剤」「殺虫剤」「殺菌剤」の登録農薬を用
法・用量を守って適正に利用する科学的管理の励行が不可
欠となる。
　⒄　エコ偽装は禁物
　都市緑化空間の計画・設計に関連して，具体的な内容の
提示がなく，言葉だけで必要以上に自然やエコ，あるいは
生物多様性の保全を強調する安易な提案が多い。これらは
世に言う「エコ偽装」に近いものであり，厳に慎むべきで
ある。
　⒅　都市緑化は都市観光
　都市緑化は地域住民のため，あるいは景観や環境対策と
して行うだけではなく，ある意味では都市をより魅力的な
空間とし，観光客を誘致し，観光収入のアップに貢献する
都市観光的意義を持つ。
　⒆　「らしさ」の演出
　より楽しいテーマパークらしく，あるいはよりモダンに
和風や洋風の雰囲気にというように求められる空間のイ
メージの総体を使用する植物材料やデザインを工夫するこ
とによって強調する「らしさ」の演出的な取組みも時には
必要となる。
　⒇　樹形美を生かした緑化を
　成木となった樹木の自然樹形，あるいは手を加え造形的
に仕立てた人工樹形（仕立樹形）は実に美しい。1 本 1 本
の高木が本来の樹形美を主張できるようなゆったりとした
株間を保った植栽を心がけることによって景観上からも安
全・安心上からも快適な緑が創出できる。
　�　都市緑化空間の環境条件を吟味した植物の選択
　都市緑化空間は総じて植物の生育環境としては厳しい条
件下にある。緑化対象空間の環境条件を事前に十分，吟味

（調査）して，その環境に合致した，あるいは耐えうる植

物の選択を行う。
　�　人の感情や情感に訴える緑化
　近年，都市緑化にはヒートアイランド現象の緩和等の環
境物理的効果が強調され過ぎるきらいがある。人の生活の
場である都市を緑化するに際しては，より人の感性や情感
に訴える緑化が本義であることを忘れてはならない。
　�　求められる機能・効果を最大限に発揮できる取組みを
　機能植栽という用語があるように，都市の緑化空間にお
いて何がしかの機能・効果の発揮が求められる。その機能
を発揮するにふさわしい樹種の選定，組合せ（配植）があ
る。事前に十分な検討・吟味が必要となる。
　�　住民参加による緑化や管理は慎重に
　公共の緑化空間の整備においては，近年，住民のワーク
ショップ形式によって，その計画内容やデザインを決めた
り，維持管理を住民に委ねる方式が安易に導入される。本
来は行政が主体的に担う仕事であることを忘れてはならな
い。
　�　植物の有する潜在能力を生かす
　近年，植物による環境浄化手法であるファイトレメディ
エーションやある種の植物の根から分泌される化学物質に
よって他の植物の発芽・生育を抑制するアレロパシー等が
緑化の場面でも注目されている。これらは従前ではわかっ
ていなかった植物の有する潜在能力である。現時点では解
明されていないものも含めて今後，植物の有する潜在能力
を緑化の場面で積極的に活用するという視座を持ちたい。
　�　外来種悪玉論，在来種善玉論は慎重に
　「特定外来生物被害防止法」が施行されて以降，有用外
来植物が排斥されたり，地域性樹種（在来種）が偏重され
たりする気運が一気に高まった。冷静で慎重な対応が望ま
れる。

4．　都市緑化の意義と効果
　都市緑化学の体系化にあたって重要な事として，都市緑
化の必要性や意義の論拠となる緑化することによってどの
ような効果が得られるかを科学的なデータに基づき，いか
に解り易く述べるかが要件となる。
　広義の緑の効果の解明に関する研究成果は内外において
おびただしい数の論文として公表されている。また，それ
らの成果を様々な視点でとりまとめて緑の効用・効果とし
て識者が整理している。筆者自身もこれまで様々な内容の
緑の効果の科学的検証に努めてきた。また，機会を得て幾
度となく花や緑，あるいは都市緑化の多面的効果について
整理してきた。
　表 1 は花や緑のもたらす多面的効果を「心に効く」「体
に効く」「環境に効く」「防災に効く」「経済に効く」「景観
に効く」に種別し，具体的な緑化空間をあげ，それぞれい
かなる効果が得られるか，なるべく解り易く整理したもの
である。
　表 2 は校庭の芝生化を推奨するための啓蒙書を刊行した
時に校庭を芝生化することによって期待される効果を列挙
し，その内容を解説したものである。
　表 3 は屋上緑化事業を時流によって浮沈させることな
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く，強固なものとするための指南書を刊行した折，屋上緑
化によってもたらされる様々な機能と効果を整理したもの
である。
　表 4 は壁面緑化つまり壁面に設えられる花や緑によって
いかなる効果がもたらされるかを列挙したものである。
　表 5 は室内緑化を普及啓蒙するための技術書を刊行した
折，室内の花や緑によってもたらされる効果を「審美的効
果」「心理・生理的効果」「空気質の改善効果」「労働環境
の改善効果」「経済効果」に種別して整理したものである。
　さらに，7 章でも紹介する最新刊のグラウンドカバープ
ランツの普及啓蒙書の中で，グラウンドカバープランツに

よる緑化によってもたらされる効果について，効果を 22
項目に種別し，それぞれについて効果の概要，該当する緑
化手法について解説した。
　以上のように，筆者の限られた知見でも都市内の様々な
空間を緑化することによって実に多岐にわたる効果がもた
らされることが解る。都市緑化の意義の大きさも伺われる。
これらの効果については多くの関係者による実験研究に
よって定量的に解明されているもの，あるいは経験的・定
性的に判断されているもの等色々である。
　また，緑化対象空間や時代あるいは時流によっても求め
られる効果の内容も変質する。戦前であれば保健衛生的な
効果や戦時下であれば対空陣地を隠す迷彩的効果が緑化に
求められ，高度経済成長期においては，癒しや安らぎを求
める効果や経済的効果が，現代では都市のヒートアイラン
ド現象をはじめとする熱環境改善効果や汚染された大気・
土壌・水等の環境質の改善効果，さらには自然災害による
災厄の減災効果や生物多様性の保全等，広範な内容の効果
の発揮が都市緑化に求められる。より都市緑化の必要性や
意義が高まった証しと見なせる。
　いずれにしても多様な緑の効果を発揮するためには緑を
構成する個々の植物の健全生育を始めとする質の高い緑化
空間の造成・管理が何よりとなる。そのためには相応の経
費もかかり，投資も必要となる。最終的には「費用対効果」
という視点から緑化の価値が判断される。

表 1　花や緑のもたらす多面的効果（近藤）

表 2　校庭の芝生がもたらす多面的効果（近藤）

表 3　屋上緑化の様々な機能と効果（近藤）

表 4　壁面の花や緑の効果（近藤）

表 5　室内の花や緑の効果（近藤）
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5．　都市緑化空間の環境特性と
緑化用植物の生育との関係

　⑴　日本の気候風土・植生環境の特性と都市緑化事業
　都市緑化事業を推進する上で予め日本がいかなる気候風
土・植生環境にあるかを理解しておく必要がある。その特
性を以下に簡潔に示す。
　日本の国土は狭いが細長い形状にあるため亜寒帯，冷温
帯，暖温帯，亜熱帯等，様々な気候帯とそれに応じた植生
環境にあると言える。また年間降雨量も平均 1800 mm と
世界平均の約 2 倍の多雨国でもあり，梅雨という独特の時
期もある。
　植物の種類数も豊富で 4,000～6,000 種の植物を産し，同
緯度にあたるアメリカやニュージーランドの 1.5～2.0 倍の
数に及ぶ。また「後は野（草地）となれ，山（森林）とな
れ」「切っても切っても木が生える」と独特の形容がされ
るように，植生の回復力も大，遷移の結果，終極的には高
山や海岸部を除く国土面積の 9 割以上に森林が成立する立
地環境にある。現在でも国土面積の 68% が森林で覆われ
ている世界に冠たる森林国である。一方，裏を返せば雑草
の発生量も多く，都市緑化事業を進める上で雑草の制御が
大変厄介なことになる。
　さらには春夏秋冬の四季の変化に富むことも大きな特徴
で，季節感の乏しくなってきた都市の緑化事業の実施に際
しては，使用する植物材料を吟味し，四季の移ろいを演出
するということを常に心がけることも要件となる。

　⑵　都市緑化用植物の生育低下の原因について
　都市緑化事業においては，植栽された植物が健全に生育
してはじめて，その目的や機能が達成される。しかしなが
ら総じて植物の生育環境としては厳しい条件下におかれる
都市緑化空間においては，何らかの原因によってその生育
が低下し，本来の機能が発揮されていないケースも散見さ
れる。これまでの筆者の知見からいかなる要因によって都
市緑化用植物の生育が低下しているかを整理すると，概ね
表 6 の通りとなる。
　都市緑化空間においては，植物の生育基盤となる土壌条
件の劣悪さをはじめ，様々な都市特有の環境圧（植物の生
育阻害要因となる環境条件）や植物選択の誤りや維持管理
不足等の複雑多岐な要因によって都市緑化用植物が生育低
下をきたす恐れがある。したがって，植物の健全生育を促
し，本来の緑化の機能を発揮させることは容易ではない。
都市緑化事業の実践においては事前に対象空間の環境条件
を調査し，周到な緑化計画を策定する，つまり予め阻害要
因を除去・改善するような取組みが不可欠となる。

　⑶　都市土壌と特殊土壌
　先に述べたように，都市緑化用植物の生育低下の原因と
して圧倒的に多くを占めるのが土壌の理化学性の劣悪さで
ある。このことは言うならば必然的結果といえる。つまり，
都市の緑化空間の予定地の多くがそれまでに人為的改変や
撹乱が進み，その結果，自然土壌とは全く異なる特有で劣

悪な様相を呈す。筆者はこのような状態の土壌を 1980 年
代から都市土壌と呼んでいる。
　自然土壌（森林土壌）と都市土壌との性状の違いを示し
たのが表 7 である。
　一方，様々な都市開発に伴う造成工事によって各地に出
現する，あるいは人為的に造成された土壌で，植物の生育
にとって土壌の理化学性が著しく劣悪な不良土壌を特殊土
壌と呼んでいる。特殊土壌に種別される主なものとしては，
強酸性土壌，重粘土土壌，まさ土，シラス，土丹，低湿地
土壌，ヘドロ，浚渫（しゅんせつ）土砂，吹上土砂，都市
廃棄物で造成された臨海埋立地の土壌，さらには荷重制限
があり，薄層で軽量が旨とされる建築物の屋上等の人工軽
量培土等が挙げられる。
　いずれにしても都市緑化の対象となる空間の多くは都市
土壌あるいは特殊土壌条件下がほとんどであり，緑化事業
の実施にあたっては，植物の不良原因となる土壌環境圧の
除去・改善，すなわち 6 章で詳しく述べる植栽基盤の十分
な整備に努めることが何よりとなる。

表 6　都市緑化用植物の生育低下の原因（近藤）

表 7　自然土壌（森林土壌）と都市土壌との主たる性状の違い
（近藤）
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　⑷　各種環境圧と緑化用植物の環境耐性（抵抗性）
　日本の国土は四囲海に囲まれ，縦に細長く亜熱帯から亜
寒帯に至るまで様々な気候条件下に置かれ，しかも急峻な
地形条件下にもある。また都市部では大気汚染や林立する
建築物群によって日照条件の制約やビル風（加速風）の影
響も被る。また，近年では地球規模の温暖化やヒートアイ
ランド現象の影響もあり，かってない程の夏季の高温や大
雨等に見舞われることも多くなった。
　種々の緑化事業の展開に伴ない，拡大多様化する緑化空
間の多くは，これらの自然ならびに都市環境，さらには異
常気象の影響を受け，植物の健全生育にとって厳しい条件
下となる。これらの緑化空間における植物の生育の阻害な
いしはマイナスとなる環境因子の総称を環境圧と呼ぶ。主
なものとして高温，低温，日照不足（日陰），過湿，冠水，
強風，潮風，寒風等があげられる。
　緑化事業の実施にあたっては事前に緑化対象地の環境圧
を正確に把握し，該当する環境圧に対する耐性（抵抗性），
具体的には耐暑性，耐寒性，耐乾性，耐湿性，冠水抵抗性，
耐陰性，耐潮（塩）性を有する植物の選択を行うことが要
件となる。
　ただし現状では緑化用植物の種類も多く，それぞれの植
物の種類について科学的に環境圧に対する耐性度合を究明

したデータは極めて不足している。筆者らもこれまで様々
な緑化用植物の環境圧耐性（抵抗性）を明らかにするため
の実験研究に取組んできたが，その成果は断片的であると
言わざるをえない。
　今後，この種の研究が精力的に行われることが望ましい
が，緑化用植物の種類も多く，都市緑化に関する研究者や
研究機関が極めて少ない現状からすれば容易なことではな
い。さらに望めば，それらの成果を基に，具体的な都市緑
化空間ごとに，その場所の環境圧の程度に応じた緑化用植
物の適性，耐性度合が示されることが理想的であるが，現
状では至難のことと言える。その範となるものとしてかっ
て筆者が厳しい光条件の制約を受ける高速道路の高架下，
あるいは建築物の室内を緑化するために，実態調査や実験
研究の成果から作成した資料（指針）を表 8，9 に示す。
将来的には，この種のものが作成されることによってはじ
めて科学的な都市緑化計画を策定することが可能となる。

　⑸　都市緑化用植物の植栽可能域を決定する指標
　都市緑化の計画・設計においては，個々の都市緑化用植
物がどの地域まで植栽可能か，つまり冬季，露地で越冬で
きるかの「北限」あるいはどの程度までの恒常的な暑さに
耐えられるかという「南限」を知ることは極めて重要なこ

表 8　高架下緑化用として導入可能な植物の適性度合（近藤，1980）
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とである。その 1 つの判断目安となるのが緑化用植物それ
ぞれの自然分布，植栽分布である。常識的には自然分布よ
り植栽分布の方が範囲が広く，植栽可能域となれば植栽分
布よりもさらにその範囲は広がる。
　一方，このことに関係して植物の分布と積算温度とは密
接な関係があるとし，吉良竜夫はわが国における森林の分
布帯と積算温度（温量指数・暖かさの指数：植物の生育温
度を日平均気温 5℃以上とみなし，各月の平均気温から 5℃
を引いて 1 年間合計した値）との関係を明らかにした。
　なお，近年，木本・草本を問わず，緑化用植物の植栽可
能域を年最低気温の平均値に基づいてのゾーンに区分した
アメリカ合衆国農務省（USDA）とアメリカ園芸学会が作
成した「ハーディネスゾーン」がある。現在では，これが
世界的なスタンダードになっている。これを参考にしてわ
が国を 15 のゾーンに区分した「植物耐寒ゾーン地図」が
作成された。個々の緑化用植物の植栽可能域は，以上のよ
うな「北限・南限」「自然分布・植栽分布」「積算温度（温
量指数）」「植物耐寒ゾーン」等によって総合的に判断され
ることが望ましい。主要な都市緑化用植物については既に
その植栽可能域が関係する有識者によって概ね明らかにさ
れているが，近年の温暖化の影響によって，その分布範囲
がかなり変動しているものも多い。

6．　都市緑化と植栽基盤整備
　植栽基盤整備とは，緑化空間の植栽地の土壌を植物の生
育にふさわしい状態に改良・整備すること。都市緑化空間

の多くは植物の生育基盤としては極めて劣悪な土壌状態と
なっている所が多い。植栽した植物が健全に生育し，恒久
的に所定の機能を発揮するためには，当初の十分な植栽基
盤の整備の実施が不可欠となる。
　植栽基盤整備にあたっては，土壌の固結や透水性不良，
水素イオン濃度（pH）の不良等土壌環境圧の除去・改善
と良質な有効土層（植物の生育に必要な土層厚）を確保す
ることが眼目となる。なお，農作物の栽培と異なり収量や
生産性が問題とならないため，必要以上の整備は過繁茂や
軟弱な生育状態を招き後々の管理に手間を要したりする結
果となるので厳に慎しむことも求められる。
　造園や都市緑化の分野で植栽基盤整備の重要性が認識さ
れ始めたのは 1970 年代に入ってからである。それまでは
都市緑化の主要な空間は個人の庭園や都市公園であり，比
較的土壌条件に恵まれた空間に造成されることが多く，植
栽基盤整備の重要性が語られることは少なかった。
　1970 年代以降，都市開発が進み，丘陵地や臨海埋立地に
おけるニュータウンの建設，あるいは高速道路や都市内道
路の整備が進み，劣悪な土壌環境地での緑化工事が急増し，
植栽基盤整備の重要性が急速に高まった。
　ただし，この状況に対応できる植栽基盤整備に関する指
針や解説書の類はなく，要は手探りの状態で緑化工事が進
められた。ようやく一部の造園の研究者が不良土壌の改良
対策や植栽基盤整備に係わるような実験研究に取組んだ
り，当時の日本住宅公団や日本道路公団が有識者を集め，
関連する調査研究委員会が立ち上げられたりするように
なった。
　それらの成果を基に「日本造園学会」の中に土壌分科会
が設置され，植栽基盤整備マニュアルの作成に向けた様々
な検討がなされた。
　それを受け「日本造園建設業協会」が「植栽基盤整備ハ
ンドブック」の作成に着手し，新たな資格制度として「植
栽基盤診断土」を立ち上げた。
　さらに「公共建築工事仕様書（建築工事編）平成 25 年版」
の中の「植栽及び屋上緑化工事」の中で「植栽基盤」が定
置され，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の『建築工事
監理指針　平成 25 年版　一般社団法人公共建築協会』の
中で，その内容が解説された。主な項目としては「植栽基
盤の定義」「有効土層厚の决定」「透水性・硬度・土性・水
素イオン濃度（pH）・水溶性塩類（電気伝導度 EC）・腐植
含有量の調査方法と判断基準」「客土の種類と選択」「土壌
改良材の種類と選択・品質」や「植栽基盤整備工法の種類
と内容」「施肥」「排水工法」等である。
　筆者は以上の展開にいずれも主体的に係わってきた。ま
た植栽基盤整備に「土壌管理」という新たな概念も提起し
た。
　なお，建築物の屋上等の人工地盤の緑化においては，元々，
土壌が存在しない。荷重制限という制約の中で想定される
緑化形態をつくりあげるための有効土層を確保するのには
人工軽量培土の使用が不可欠となる。関係する企業によっ
て様々な資材が開発され，その性能評価も第三者機関に
よってなされている。

表 9　室内の低照度条件下における都市緑化用植物の生育可能性
（栗田・近藤，1995）



242 近藤

7．　都市緑化用植物
　都市緑化で使用する植物は，緑化する空間，課せられる
役目や機能，意図されるデザインによって様々なものが使
用される。これまでの都市緑化事業でどれくらいの種類の
植物が使用されたのか統計的な資料はない。木本・草本，
あるいは野生植物・園芸植物の別なくいえば，数千種類の
オーダーに及ぶものと思われる。各種の植物図鑑等で紹介
されている植物群は使用頻度の多寡に違いはあってもおそ
らくどこかで使用されている。次々と品種改良によって新
たに作出された園芸植物も同様である。それらの植物群を
筆者なりの視点で様々な特性ごとで種別すると表 10 に示
すように整理される。改めて一覧すると，1 種類の植物で
も何項目にも種別されることが解る。いずれ種別ごとに該
当する植物をあてはめてみたい。
　一方，個々の都市緑化用植物については，これまで多く
の関係者によってその特性を解説した図鑑やハンドブック
が刊行されている。
　かつて筆者も園芸学の泰斗である安藤敏夫と共同で相次
いで編纂した『フラワーランドスケーピング，花による緑
化マニュアル，講談社，1992』，『アーバンガーデニング，
講談社，2002』の中で主要な花素材約 500 種類それぞれに
ついて，都市緑化や造園の設計に役立つ情報を提供すると
いう視点で，「原生地」「植栽可能性」「耐候性」として耐
寒性・耐暑性・耐雨性・耐乾性・耐風性・耐強光性・耐陰

性・耐潮性・耐排ガス・耐病性・耐霜性について弱い，や
や弱い，普通，やや強い，強いの 5 段階評価，「特殊環境
適性」として寒冷地・亜熱帯地・臨海地・水辺・冠水地・
乾燥地・日陰・砂礫地への適あるいは可の評価，「用途適性」
として地被的利用（グラウンドカバー）・花壇・境栽（ボー
ダー）・毛氈（タペストリー），休耕地の景観形成・畦畔の
景観形成・建設予定地の景観形成・盛土のり面の緑化・大
型コンクリート擁壁積のり面・石積のり面・コンテナ緑化・
ベランダ緑化・壁面緑化・緑化ハンギングバスケット・屋
上緑化・緑化屋根への適あるいは可の評価，「形態的特性」
として草姿・観賞期草丈・観賞期株張り・花の大きさ，「植
えつけ後の生育進行の様子」として観賞期に至る期間・観
賞期間・ピーク期間，「効果的な使い方と配植法」「花の期
間」「市場流通期間と量」「植栽可能期間」「入手規格と植
栽密度」「省管理のポイント」「その他の特記事項」等の詳
細な情報を第一線で活躍する多くの専門家の知見によって
整理した。
　他の都市緑化用植物，特に樹木類についても同様な解説
情報が整理できれば理想的であるが，膨大な知見と作業量
を要するため至難と言える。加えて樹木類については特に
高木類の「樹形（自然樹形，仕立樹形）とその形状寸法の
経年変化」の情報も不可欠である。
　因みに筆者は主要なグラウンドカバープランツ 156 種類
について最新刊『最新グラウンドカバープランツ，地被植
物のデザインと緑化手法，誠文堂新光社，2014』の中で，
それぞれの「近縁種」「形態」「特性」「植栽地適性」とし
て日照・土壌・環境圧・用途・植栽可能域・管理の要点を
簡潔に解説した。

8．　都市緑化と「外来生物法」，「生物多様性」
　平成 16（2004）年に「特定外来生物被害防止法（外来生
物法）」が施行され，また，「生物多様性」が社会の大きな
話題になり，都市緑化に使用する緑化材料について，外来

（移入）植物を排斥し，在来（郷土）植物あるいは地域固
有種の積極的活用を唱える声が一気に高まった。
　これまで，様々な緑化事業において植栽対象地の環境条
件や空間特性，求められる機能に応じた緑化用植物の選択
を行ってきた。その際，自然環境地における緑化に際して
は基本的にその地域の在来植物に限って使用してきたが，
都市緑化の場面では在来植物・外来植物にこだわらない対
応をしてきた。多くの外来植物が長い歴史の過程で，それ
ぞれの特性，便益性から求められる用途を満たす目的で導
入されてきた。そのほとんどが日本の気候風土や市民生活
にもなじみ，特に外来植物と意識されることもなかった。
筆者はこれらを「親和性植物」と称している。
　外来生物法に関連して，その使用が制限される「特定外
来生物」「要注意植物」に指定された植物は，いずれも旺
盛な生育を示すものばかりであり，だからこそ求められる
用途，便益性を発揮できたわけである。そのあまり日本の
在来植物を被圧する，生態系を撹乱する等という嫌疑を一
方的にかけられ有害植物扱いされるようになった。仮に特
定外来生物や要注意植物に指定された外来植物がある土地

表 10　都市緑化用植物の様々な見方による種別（近藤）
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で一時群落を形成したとしても，時間の経過と共に他の植
物が侵入繁茂し，いずれ他の植物群落に移り変っていく。
つまり遷移が進行していく過程で外来植物は姿を消してい
く。これが日本の気候・植生環境下では必定である。
　要注意植物に指定された植物のほとんどが緑化の場面で
重要な役割を果している。つまり修景（景観形成）効果，
水質浄化，土壌浄化，空気浄化，のり面の侵食防止，芝生
の常緑化，飼料，蜜源となる等の便益性を有するものが数
多い。トールフェスク（オニウシノケグサ）は侵食防止を
目的としたのり面緑化の最重要草種であり，ペレニアルラ
イグラス（ホソムギ）は暖地における芝生の常緑化を実現
するためのウィンターオーバーシーディング用の切り札で
ある。いずれも代替種はない。やせ地の緑化の最適種でも
あるニセアカシアは蜜源植物として蜂蜜の国内生産量の半
分を賄い，さらにヒートアイランド現象の一因ともなる大
気汚染物質の NOX の浄化能力の高い植物でもある。ホテ
イアオイやキショウブは水質汚濁の原因物質でもある窒素
やリン酸の浄化能力も高い。先に触れたトールフェスクや
ペレニアルライグラスそしてキショウブは土壌汚染の原因
物質であるカドミウム等の吸収・除去能力も高い。外来植
物の代表種でもあるセイタカアワダチソウはアレロパシー
能（他感作用）を有することで日本中に蔓延し，常にその
駆除が問題となってきた。一方，便益性の高い植物でもあ
る。年に 2 回程，刈込み作業を施せば素晴しいグラウンド
カバーにもなる。オランダでは園芸植物扱いされている。
秋には黄色の花を一斉に着ける。風にそよぐ様はススキの
穂と並び，すでに日本の風土に溶け込み，秋の風物詩とも
なっている。土壌中のカドミウムの除去能にも優れ，茎は
スダレの材料にもなる有用植物である。一時，花粉症の原
因植物と誤認されていたがセイタカアワダチソウの花粉は
比較的大きく，飛散しにくく，虫媒花であり，その恐れは
ない。本格的に駆除すれば莫大な労力と経費を要し，しか
も除去した後には補欠現象として花粉症原因植物のオオブ
タクサ等の強害雑草が侵入繁茂する可能性が高い。見方に
よってはセイタカアワダチソウが存在することによって，
それらの侵入繁茂を防ぐ役割も果している。なお，地域に
よっては自らのアレロパシー能による自家中毒によって生
育が自然に衰退し，ススキ等のその生息地を奪い返されて
いる所もある。
　在来種・外来種問題に関連して近年，よく言われること
の 1 つに外来植物による緑化によって日本中の都市の緑化
景観がどこもかしこも同様となり，画一化を招いている。
もっと地域固有の在来植物を使って地域独自の緑化景観を
つくっていくことが望ましいという主張である。いかにも
もっともらしい見解に聞えるが，冷徹に考えれば，極めて
観念的で現実感のない意見と断じざるをえない。何故なら
ば，日本に自生している在来植物の多くは気候的にもその
分布範囲は広く，同じ暖温帯にある東京と大阪でも自生す
る在来植物の種類はほとんど同じである。仮に在来植物の
みで緑化したとしても東京と大阪とでは全く同じような植
生景観が形成されることになる。

9．　都市緑化と機能植栽
　古来より現在に至るまで，まさに生活の知恵として様々
な生活場面で樹木や芝生を植栽することによって環境負荷
を軽減し，安全・安心の確保に努め快適性の向上を図る試
みが行われてきた。このような実用的な機能や効果の発揮
を期待して計画的に行われる植栽を機能植栽と呼ぶ。
　日本で古来より行われてきた①古墳墳丘・築堤・土居・
土塁等の人工盛土のり面の崩壊・侵食防止のための緑化，
②寒風や潮風あるいは飛砂を防止するために造成されてき
た屋敷林，防風林，防潮林（海岸林），飛砂防備林，③街
道並木の道標のための一里塚としてのエノキの植栽，④茅
葺屋根の棟の固定や雨漏り防止のための芝棟，⑤日射を遮
るために植物を絡ませた日除棚，⑥囲い・仕切りのための
生垣等が機能植栽の原点的なものとしてあげられる。
　現代においても，様々な生活場面でそれらが継承され，
さらに新たな状況に合わせた先導的な展開がなされてい
る。その代表的な例として以下の 2 点があげられる。①ア
メリカの造園家の G・O・ロビネッティが 1972 年に 1 冊の
図書として刊行した『PLANTS/PEOPLE/AND ENVIRO-
MENTAL QUALITY』がある。その後，日本でも翻訳され

『図説生活環境と緑の機能』として出版されたものが，何と
言っても機能植栽の教典とも言うべきものである。科学的
データを基に，具体的な植栽の様子が図解され秀逸な内容
となっている。ロビネッティは機能植栽を「建築的機能植
栽」「工学的機能植栽」「気候調節機能植栽」「審美的植栽」
の 4 つに大きく種別し，その内容を解説している（表 11）。
②日本の高速道路や緑環境の整備に際して機能植栽という
考え方が全面的に採用され，道路内外の景観の向上あるい
は周辺環境との調和を図る，さらには安全性と快適性を高
める等の目的を達成するための植栽整備が行われた（図
1）。機能植栽の実践という点からいっても画期的な事例と
言える。さらには③環境保全林や緩衝緑地の造成。近年で
は都市特有の環境負荷を軽減するための④ビル風防止植
栽，⑤温熱環境の改善や日射の制御（ヒートアイランド現
象の緩和，熱中症対策，西日除け）のための緑化，⑥都市
型洪水防止のための緑地の整備，⑦汚染された環境質（土
壌，水，空気）の浄化のための緑化等の対応も今日的な機
能植栽的な取組みと言える。
　なお，各種の植栽機能を効率的に発揮するためには植栽
の構成（樹種，樹高，植栽間隔・密度，配植）を吟味する
ことが不可欠となる。

表 11　ロビネッティの機能植栽の種別（三沢・山本）
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10．　街　路　樹
　都市緑化空間において，最も市民生活となじみの深いも
のは街路樹である。都市内に現在のような型式と機能を有
する街路樹が出現したのは慶応 3（1867）年，横浜市の馬
車道の街路にマツとヤナギが植栽されたのが始めと言われ
ている。その後，町並・街路の景観向上，環境保全，緑陰
の形成等，様々な役割・機能が課せられ，全国の道路に整
備された。
　街路樹に使用されている樹木の種類数だけても全国で高
木が 500 種類以上，中低木が 600 種類以上にものぼる。高
木の種類数の上位は順にイチョウ，サクラ類，ケヤキ，ハ
ナミズキ，トウカエデ，クスノキ，モミジバフウ，ナナカ
マド，プラタナス類，日本産カエデ類が占める。
　街路樹の植栽型式については「道路構造令」や「道路緑
化技術基準」で同一樹種を 8 m 間隔で道路の両側に植栽す
ることが基本型とされているが，実際には様々な植栽型式
がとられている。内外における街路樹の様々な植栽型式を
筆者なりに整理したのが表 12 である。
　また，街路樹は交通量の多い道路の歩道の狭隘な根囲桝
という条件下で，しかも電柱・電力線・電話線・信号機・
照明灯等の都市施設と競合しながらの生育を余儀なくされ

図 1　高速道路の機能植栽の種別

表 12　広義の街路樹の植栽型式（近藤）
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る。
　したがって，街路樹の健全性と美性を担保し，街路樹に
求められる機能を発揮するためには，その育成管理にあ
たって以下に示すような取組みが基本的要件となると筆者
は考える。①植栽する場所の空間規模・特性，雰囲気に合
致した適正な形状，形姿の街路樹を植栽する。②植栽当初
からいかなる仕上り状態に維持していくのかの管理目標を
明確にするとともに長期の管理計画を策定し，住民にも公
告する。③商店街，一般住宅地等に隣接する場所において
は植栽する樹種，植栽型式等について住民の意向，要望を
あらかじめ聴取して計画に反映させる。④植栽場所の環境
条件に適合した樹種を選択し，植栽する。⑤気候条件等が
許せば，四季の変化に富む落葉樹を街路樹の主役とする。
⑥植栽適期に活力ある樹種を植栽する。⑦標準的な植栽型
式（道路の両側に同一樹種，同一形状のものを 8 m 内外の
等間隔で植栽する型式）を採用する場合，根元から力枝ま
での高さ（枝下高）を極力そろえて植栽する。⑧土壌空間

（根囲桝）を極力広く確保する。⑨良質な土壌を搬入し，
植栽後の土壌管理を徹底する。⑩植え痛みを少なくするよ
うなていねいな植栽を行い，風除け支柱等の養生管理を十
分にする。⑪適正な剪定作業を実施し，美性の維持，健全
生育の助長を図る。⑫わが国を気候条件等によって幾つか
の地域に区分し，画定された地域ごとに，地域特性に応じ
た街路樹の植栽基準，管理基準を策定する。
　なお，街路樹の育成管理において常に物議を醸すのが街
路樹の剪定の仕方についてである。折角，茂った緑豊かな
街路樹がある日突然「強剪定」によってぶつ切りにされて
しまう。これに対し，街路樹を剪定せずに亭々と茂らせ，
都市のヒートアイランド現象の緩和や都市景観の向上に寄
与させようという「無剪定論」が有識者や市民からあがる。
これも正しくない。
　適正な剪定作業は樹種固有の自然樹形を生かし，無駄な
枝を取り除き，樹体全体の生理活動を円滑にし，健全生育
を助長して街路樹の美性，適正形状を維持するため，ある
いは台風や強風による倒木，雪による枝の折損を防ぐため
の欠かせない作業である。剪定作業なくして景観的にも生
理的にも好ましい状態に街路樹を維持することは不可能と

言える。華道には「自然出生」という言葉がある。これは
自然の持っている性質，美しさを引き出すという意味合い
の言葉である。まさに剪定作業は街路樹の「自然出生」の
決め手となると言える。このような考えに則った「自然樹
形仕立方式」の剪定作業を行うことが本来の街路樹の剪定
のあり方と言える。ぶつ切りにするような「強剪定方式」が
まかり通るのは管理予算不足と専門知識のない事業者が業
務遂行にあたっていること，一般入札によって相応の技術
者がいない企業でも応札できるという構造的欠陥によるも
のである。
　因みに強剪定方式と自然樹形仕立方式との特徴比較を
行った結果を表 13 に示す。

11．　建築空間域（屋上，壁面，室内）の緑化
　都市緑化が社会的にも大きく注目されるようになった 1
つの契機は，都市に林立する建築物群の屋上や壁面が高温
化し，その熱等によってヒートアイランド現象が顕在化し
た。その屋上や壁面を緑化することが，その緩和策や景観
対策になるということで，国や地方自治体が様々な普及策
を講じ，その推進を図ったことによる。また，1970 年代
からは各国で大規模な吹抜け構造（アトリウム）を持った
建築物が次々と計画され，その室内の大空間を新たな緑地
として整備する室内緑化が盛んに行われるようになった。
室内空間の景観対策だけではなく室内の汚染空気の浄化等
が期待されたことも室内緑化の推進に拍車をかけた。
　建築物の屋上，壁面，室内の緑化には極めて重要な役割
が課せられた一方，これらの空間はいずれも植物の生育環
境としては極めて厳しい条件下に置かれる。そのためこれ
までの自然地盤上の通常の庭園や公園等の緑地の整備とは
異なる対応が求められ，様々な手法や技術が開発され，新
たなビジネスも展開した。本章では屋上緑化，壁面緑化，
室内緑化に大別し，それぞれについて筆者が明らかにした
事象を中心に述べる。

　⑴　屋上緑化
　①　日本における屋上緑化小史
　日本における屋上緑化の原初形態として位置付けられる
ものは 16 世紀中頃から全国の農家や民家の茅葺屋根の棟
仕舞いとして展開した芝棟（棟の強化と雨漏り防止等のた
め芝土をのせ，さらにその機能を強化するためイチハツ等
の多年草を植栽したもの）である。江戸時代に日本を訪れ
た欧米人の多くが農家の茅葺屋根の芝棟の景観の見事さに
は目を奪われたようである。なお，近年，各所で復元され
た縄文時代の竪穴式住居にも芝棟が設えられているが，こ
れは史実とは異なる対応と言える。おそらく縄文時代の竪
穴式住居では草葺の棟の固定・雨漏り防止に粘土分の多い
土をのせ，その土の中に混じっていた雑草の埋土種子が発
芽したり，周辺から飛来してきた雑草の種子が発芽して結
果として芝棟と似た状態を形成した可能性は否定できない
が，縄文人が芝棟と同様のものを作成していたとは考えに
くい。
　また，1600 年代の後半から 1700 年代の初めにかけて江

表 13　強剪定方式と自然樹形仕立方式との特徴の比較（近藤他）
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戸では度重なる火災から家屋や家財を守るためと延焼防止
策としてつくられた土手蔵と称する石垣を積んだ倉庫状の
建物の屋根一面に芝生を生やした芝生屋根があった。
　屋上庭園の最古のものとしては文久年間（1861～1864年）
の箱（函）館に建てられた妓楼（武蔵野楼）の一部 3 階造
りの建物の 2 階部分の屋上に本格的日本庭園がつくられて
いた。
　その後，明治 10 年代には横浜の外国人商館の屋上に，
明治 20～30 年代には東京銀座に次々と時の金満家である
岩谷松平，服部長七，水橋義之助らによって豪壮な屋上庭
園がつくられた。その造成目的も宣伝・集客のため，夏の
暑さ対策等，今と変わらぬものであったことも驚かされる。
明治 40 年以降になると，全国各地の百貨店（デパート）
に屋上庭園が次々とつくられた。なお，現存する最古の屋
上庭園は山口県下関市にある旧秋田商会ビル（現下関市観
光情報センター）のそれである。造成当初の植栽にはマツ
等の盆栽を流用したようであり，荷重のため薄層とならざ
るをえない土層に収まるように薄鉢状の盆栽を用いた知恵
は見習うべきものである。
　②　屋上緑化の現状
　先にも少し触れたが，1990 年代に入り，都市のヒート
アイランド現象が顕在化してくると，その緩和策の切り札
として屋上緑化が社会の一大関心事となった。さらに平成
13（2001）年に東京都が関連条例の改正により「屋上緑化
の義務化」施策を定めたことが大きな契機となり一気に
ブーム化した。そのことを受け各自治体がその推進を支援
するための様々な助成策を講じたことによりブームに一層
の拍車がかかった。
　対応する緑化工法としては，比較的安価に超軽量で薄層
化が可能なセダム類（ベンケイソウ科セダム属）による超
薄層緑化工法が時代を席巻し，一獲千金をたくらむ企業が
様々な工法開発事業に着手した。このことによって日本の
屋上緑化技術は格段に進化した。
　さらに「都市緑化機構」が屋上等の特殊緑化の普及啓発
のため平成 14 年（2002）年度から優れた施工事例や技術
を顕彰するための「屋上・壁面・特殊緑化コンクール」を
毎年開催する。また「屋上開発研究会」が専門の知識・技
量を有した技術者を輩出するための「屋上緑化コーディ
ネーター」の資格制度を平成 16（2004）年から立上げた。
さらには関係者によって屋上緑化に関する啓蒙書や技術書
も相次いで刊行された。因みに現在，わが国でとられてい
る屋上緑化の手法は，建築物の種類，用途，屋根の形態，
植栽基盤の形態，緑化形態によって様々なタイプに分類さ

れる（表 14）。
　これまでの屋上緑化の知見を集積し，筆者が主査となり，
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の『建築工事監理指針　
平成 25 年版，一般社団法人公共建築協会』の中の「植栽
及び屋上緑化工事」の章で，屋上緑化工事で用いる植栽基
盤，材料，工法，維持管理等について詳しく規定し，その
内容を解説した。本書は「公共建築工事標準仕様書，（建
築工事編）平成 25 年版」の解説書的位置付けになるため，
いわば屋上緑化工事・管理のマニュアルともいうべき性格
のものである。
　これらの様々な展開によって日本の屋上緑化はその施策
から技術に至るまで世界のトップレベルに踊り出たといえ
る。

　⑵　壁面緑化の効用と緑化手法
　都市内には，建築物壁面をはじめとして石塀，遮音壁，
各種コンクリート擁壁等壁面構造物が目につく。これらは
総じて景観上も醜悪で，光や熱を照り返えし，ヒートアイ
ランド現象の一因となったり，地震時には倒壊の恐れもあ
る等快適な都市生活を阻害する様々な問題を起こす。
　わが国では既に大正 13（1924）年，今や高校野球の殿
堂となった甲子園球場の建設時にツタの絡まるオーストリ
ア・ウィーンの古城を模して，また西日除けのために緑化
されたり，昭和の初期に倉敷の紡績工場の建物が同じよう
に西日除けを目的として緑化された。壁面をつる植物で覆
うことによって表面温度差によって生ずるひび割れを防い
だり，酸性雨が壁面に直接当たり，劣化するのを防ぐ役目
も果たす。さらに直射日光があたり壁面が高温になるのを
抑え，その熱が大気中に拡散していき，引き起こすヒート
アイランド現象の緩和，また，その熱が室内に焼けこみ，
室温を上昇させるのを防ぎ，冷房に要する電力消費の節約
につながる省エネ効果をもたらす。冬季には暖房によって
暖められた室内の温熱が外部に出るのを防ぐ，保温効果も
発揮する。壁一面に広がった茎葉からの蒸散作用により気
化熱を奪う，あるいは大気浄化の働きも期待される。
　住宅街のコンクリートブロック塀の緑化は景観対策，熱
や光の照り返しの防止，地震時の倒壊防止の役目を果たす。
　近年では商業建築物等ではつる植物に代り，壁面に植栽
容器に育成されたグラウンドカバープランツを数 10 種混
植し，誘目性を高め，集客効果をあげるような試みも増え
ている。
　なお，これまで内外で試みられてきた建築構造物の壁面
の緑化手法を整理すると図 2 のように一覧される。

表 14　屋上緑化の手法と分類（近藤）
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　⑶　室内緑化特有の環境条件と対策
　植物の生育環境として見れば，室内は直射が当らず光量
不足，また，ガラスによって紫外線がカットされ，光質も
屋外とは異なる。当然のことながら降雨も当たらず，通風
もない。また，夏には冷房，冬には暖房が入り，屋外に比
べて温度差が小さい等，総じて屋外環境とは異なり，特殊
で植物の生育環境としては厳しい条件下となる。
　したがって室内空間の緑化にあたっては，しかるべき知
恵と技術の導入が不可欠となる。光環境に対しては使用予
定の植物の光補償点以上の照度が確保されているかを調査
し，それ以下であれば補光装置の手当ても必要となる。あ
るいは栽培段階で予め緑化用植物の陽葉を陰葉に変える低
照度馴（順）化処理やあるいは水耕栽培方式に適合した水
耕根を発生させる水耕馴（順）化処理を施す等の措置も必
要となる。また紫外線がカットされることによって葉が薄
く大きくなる等も承知しておかなければならない。
　降雨が当たらないため葉に着いたほこりも洗い流され
ず，時には洗浄作業も必要となる。当然のことながら雨に
代る水分の補強，つまり定期的な潅水作業も必要となるが，

先にも述べたように通風も当たらず，そのことにより蒸発
散作用も鈍いため屋外と同じ要領で潅水を施すと過湿とな
り，根腐れを起こすこともなる。
　また，通風がないことにより，樹冠が揺れず，常に下葉
に光が届かず，下枝が枯れ上がる。込み過ぎた枝葉は剪定
を施し，下葉への光の透過を良くするような措置も必要と
なる。なお葉の表面が乾きにくくなり，病虫害も発生しや
すくなる。
　冷暖房が入ることによって屋外で言えば亜熱帯に近い温
度環境となり，熱帯・亜熱帯原産の観葉植物にとって好都
合となるが，落葉広葉樹等では生理サイクルも狂う。
　いずれにしても室内は植物の生育環境としては厳しい条
件下におかれるため，アメリカのアトリウム空間では永続
的に緑化用植物の健全生育は難しいと考え，予め 2 年間等
の所定の期間で植替え作業を行うことを前提とした緑化計
画が練られている。
　なお，屋外の自然条件とは異なる室内ならではの環境条
件となることを逆手にとり，冬季，屋外では－20℃以下に
もなるカナダのアトリウム空間や観賞温室（コンサーバト

図 2　壁面緑化の手法・技術（近藤）
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リー）では園芸用草花が咲き乱れる春の景観を演出したり，
北海道の釧路では大規模な観賞温室では暖地産の常緑広葉
樹が植栽されている。
　なお，室内緑化の実施にあたって最も重要なことは，緑
化対象空間となる室内の光条件がどの程度であれば，いか
なる種類の植物の導入が可能となるのか，その目安が重要
となる。これまでの筆者の実験研究や現地における実態調
査から室内の光強度と植物の導入可能性について大まかに
整理したのが表 15 である。
　なお，筆者らは，発光ダイオード（LED）が一部で普及
し始めた時点で室内緑化の可能性をいちはやく実験的に究
明した。

　⑷　屋上・壁面・室内緑化から「緑化建築」へ
　今，都市内に見られる建築物の屋上・壁面・室内空間の
緑化事例が確実に増えている。ただし，その中には義務化
をクリアするためのおざなりなもの，完成後の維持管理が
十分に行われていないため次第に荒廃している事例が散見
される。屋上緑化，壁面緑化という言葉で解るように初め
に建築物ありきで，後付けとして緑化されるため，どうし
てもこのような結果となる。筆者はこのような事態を解消
するため，これからは「緑化建築」という新たな概念によっ
た取組みが必要であると提起した。つまり緑化建築とは「明
確な計画意図や目的をもって屋上・壁面・室内等の空間が
緑化され，緑が後付け，添えものではなく，それなりの存
在意義を示している建築物」のことを指す。このような意
識で屋上・壁面・室内の緑化を計画する。場合よっては緑
化しやすいように建築物の構造，形態を計画段階から設え
るような取組みの必要性を説いている。

12．　都市における森づくり
　⑴　「森」や「林」の造成手法の現状と評価
　都市内の様々な空間において，都市林，環境林，生活環
境保全林，環境保全林，道路林，環境施設帯，緩衝緑地等，
呼称は色々であるが「森」や「林」を造成するための各種
の試みがされている。また，その造成手法も苗木や成木等
の植栽によるもの，播種によるもの等多様な手法がとられ
ている。現状で採用されている手法について，筆者なりに

整理，評価すると表 16 のようになる。
　いずれにしても生態系として機能するような計画面積に
なっておらず狭小である。その上，目標林型（最終的に完
成させ，維持する森林の形姿）が設定されておらず，植栽
や播種後の経年的な育成管理手法が提示されていない等計
画手法としては極めて未熟である。計画面積については現
状の事例を見るとほとんどの例が 10 ha 以下，1 ha に満た
ない所まである。その様々な箇所の事業でも「1 つの生態
系として機能させる。本物の森づくりを目指す。」等と安
易に語られる。かつて筆者は森林を 1 つの生態系として機
能させるためにはどの程度の規模が必要なのかを各種の生
態学関係の文献で調べたところ最低でも 50 ha の規模が必
要となることが解った。つまり 1 つの生態系として機能す
る本物の森づくりを目指すということなれば，その計画面
積は 50 ha 以上の規模が必要となるといえる。

　⑵　「明治神宮の森」に学ぶ
　都市における 1 つの生態系として機能する森づくり，い
うならば本物の森づくりの格好の手本が東京都渋谷区にあ
る「明治神宮の森」である。明治天皇の崩御に伴い計画さ
れ，大正 9（1920）年に工事が完了した。この森づくりの
素晴らしさ，今後の範となることを筆者なりに解釈すると
以下の 4 点に集約される。
　①　目標林型の設定
　「永遠の杜」をコンセプトに常緑広葉樹（照葉樹）の森
を最終的につくりあげることを明確に想定していた。
　②　計画地面積，規模の設定
　計画地の敷地面積は 71.2 ha であり，森林が生態系とし
て機能する最小面積の 50 ha を優に超えている。
　③　完成年の予測と短縮
　造成から数えて 150 年後には目標林型のカシ，シイ，ク
スの常緑広葉樹の天然林が成立すると想定した。植栽にあ
たり，植栽基盤（土壌）の整備を十分に行ったこと，成木

表 15　室内空間の光強度と緑化用植物の導入可能性について
（目安）（近藤）

表 16　都市における「森」や「林」の造成手法の現状と評価
（近藤）
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を使用したこと，その後の温暖化の影響もあり，実際には
造成後 90 年が経過した現在の時点で概ね目標林型に達し
ている。
　④　自然の遷移現象を生かす
　造成当初はマツ，その後はヒノキやサワラが優占する遷
移系列の陽樹林後期の発達した段階を人為によってつくり
あげ，その後，自然の営力（遷移）にゆだね，目標林型で
ある遷移の極相にあたる陰樹林（シイ，カシ，クスの常緑
広葉樹林）を完成させた。
　なお，現状の「明治神宮の森」は原生自然の森が残され
たものと見紛うばかりで，人のつくった森であるという見
方は誰も想起しないほど立派なものである。しかしながら，
今後「永遠の杜」として，このままの状態が天然更新によっ
て永続されるかは疑問である。現状の林冠を構成するシイ，
カシ，クスが鬱閉し過ぎて林床には将来の後継者であるシ
イ，カシ，クスの幼樹が見当たらず，より耐陰性に富む低
木類が茂っている。英知によって人為を尽くし，林冠木の
一部を枝打ちする，あるいは間伐する等の措置を施し，林
床に日を当て，シイ，カシ，クスの幼樹を補植する等の手
当も必要と考える。

13．　都市緑化と植栽の維持管理
　⑴　緑地・緑化空間の質は維持管理次第
　都市の生活空間域に，様々につくり出される緑地や緑化
空間の質は，当初の計画やデザインの善し悪しよりも結局
のところ，いかに計画的に十分な維持管理がなされている。
かに係ってくる。
　国内の各地に数ある有名・著名な日本庭園が時代を越え
てわれわれに感動を与えてくれるのは，作庭以来，徹底し
て，その庭園の主要部分となる植栽地の管理が途切れるこ
となく，永続的に継承されている賜物であることは間違い
ない。いったん手を抜いてしまえば，植栽を構成する樹木
や芝生は勝手に生長し，また雑草も繁茂し，たちまち荒廃
してしまう。剪定整姿作業を怠れば，折角の見事な庭木の
造形美や偉容もまたたく間に台無しになってしまう。
　都市に日常的に見られる公園や集合住宅地の園地等，当
初は様々な高遭な理念によってつくられた緑地の多くが，
造成後，時間が経つにつれ，十分に維持管理されないため，
次第にそのデザインや質が劣化している空間はあまたあ
る。

　⑵　維持管理は植栽の機能向上，植栽地の安全・安心を
担保するための要

　植栽には，人間生活にとって，様々な利便性をもたらす
機能が課せられている。その機能を担保するためにも，ま
た，向上させるためにも維持管理が不可欠である。維持管
理の手を抜くことは，植栽に課せられる重大な機能の放棄
につながる。
　また，植栽地は，植物の生長，過繁茂によって死角をつ
くりだし，犯罪や非行の格好の場にもなりかねない。雑草
が繁茂したり，病虫害が発生することによって利用者であ
る人間に不快な思いをさせたりすることもある。また，藪

化した植栽地は蚊の格好な生息場所となり，蚊が媒介する
デング熱等の感染症を蔓延させる発生源や中継基地となる
恐れもある。
　つまり植栽によってマイナス事象を生じさせないために
も，また，安全・安心を確保するためにも維持管理作業の
励行は不可欠となる。
　年々歳々の所定の維持管理費を計上することが難しいと
いう理由で，先に述べたような植栽によるマイナス事象を
許してしまえば，都市の高額の地価の空間に，わざわざ大
枚の投資をして造成した公園緑地そのものの存在意義や当
初の計画の是非が問われかねなくなる。大仰に言えば，緑
化関係者の手がける緑地や緑化整備事業そのものの否定に
つながりかねない。
　改めて維持管理は単なる植栽のおもりでなく，植栽のも
たらす不都合をなくし，植栽の機能を向上させ，人間生活
に利をもたらす行為であり，何にもまして実行されるべき
重大な施策事業であるという認識を喚起したい。

　⑶　植栽の育成管理目標の設定と完成段階に応じた合理
的管理を

　植栽の計画において重要なことは，植物の経年生長を計
算に入れ，植栽をどのような形姿につくりあげるかという
目標をいかに明確に設定するかである。設定した形姿を完
成させるまでには，どういうような管理作業を施し，完成
した暁には，いかなる維持管理作業を施すかである。つま
り当初，設定された目標の形姿が出来上るまでと，出来上っ
た後の維持管理作業とでは，その内容が自ずと異なってし
かるべきである。また，植栽した当初は，その場所の環境
圧から植物を保護し，活着させるための管理作業が必要と
なる。
　実際には，植栽の完成段階に関係なく維持管理作業が漫
然と作業歴に従って同じ作業が同様な頻度で毎年，機械的
に実施されている例も少なくない。
　今後は，植栽した植物を活着させるための「保護養生管
理」，当初，設定した目標形に誘導するための「育成管理」，
目標形に達した後に行う「抑制管理」と段階に応じた管理
工種や頻度を変えた対応をとることが何よりとなる。もち
ろん，現状においても既にこのような対応が採られている
緑地もある。

　⑷　植栽の維持管理の現状と関連する様々な展開
　以上，述べてきたように，植栽の維持管理は緑化空間の
品質を担保，向上させるための不可欠な行為であるが，現
状では，そのための経費に要する予算が十分，手当されて
おらず，都市緑化空間の多くが竣工時点よりも荒廃してい
る。特に公共空間においては地方自治体の経済事情がひっ
迫していることもあり，なおさらその傾向が強い。
　管理予算の確保策として「命名権制度（ネーミングライ
ツ）」が一部の競技場や公園緑地で採用され，その経費で
管理予算の大半を賄っている所もあり，それなりの成果を
上げている。ただし命名権を獲得する企業の経営現状に
よって命名権の全額や持続性も左右される不安定感もあ
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る。この制度の活用が今後広がりを見せるか否かは，まさ
に日本に景気動向に命運が係っているといって過言でな
い。
　また，緑化の計画段階から，なるべく維持管理に手間の
かからない植物による緑化，つまり「維持管理の省力化」
をねらった取組みがされたり，その一環として芝生地等で
はヤギ等の草食動物を放飼し，草をはませ，刈込管理の省
力化と発生する糞による肥料効果を期待する「草食動物に
よる生態的管理」が改めて注目され，導入される空間も増
えている。
　なお，緑地や緑化空間の安全・安心，快適性を確保する
ためには殺虫剤，殺菌剤，除草剤等の登録農薬による用量・
用法を守った適正管理が不可欠となる。ただし相変わらず
緑地の関係者の間で農薬アレルギーが根強く，履行されな
いケースが多い。生物多様性の重要性が唱えられるように
なってからなおさらその傾向が強まった。
　近年，日本全国の有数な公園緑地の一部においては管理
主体である国や地方自治体の代りに，その運営管理の一切
を民間企業や関係する団体に委ねる「指定管理者制度」も
すっかり定着し，この制度が導入された公園緑地の質や魅
力も間違いなく向上し，成果があがっている。また，指定
管理者となる造園企業の女性技術者にとっては，まさに「女
性活躍推進」の場となっている。

14．　都市緑化技術
　⑴　都市緑化技術とは
　植物の生育環境としては総じて厳しい条件下となる様々
な都市緑化空間において植物の健全な生育を促し，緑化の
可能性を拡げ，緑化に課せられる多様な要望や機能を達成
するために活用される工法や資材の総称を都市緑化技術と
呼ぶ。
　概ね以上のことが都市緑化技術の定義的なものとなる
が，もう少し幅広く解釈すると，緑化によってもたらされ
る支障をなくすため，生長を抑制するため，植栽作業の効
率化を図るため，維持管理の省力化を図るため，コスト縮
減を図るため，植物によって汚染された環境質（大気，土
壌，水）を浄化・改善するため等を目的に開発される工法
や資材も都市緑化技術に包含される。

　⑵　都市緑化技術の分類体系と実用上・研究上の課題
　有史以来，それぞれの時代状況に応じ，都市に目を見張
るような建築・土木構造物が次々と出現し，その進化は止
まらない。それを支えるために建築・土木の世界では精緻
な科学的データに基づく新技術が次々に開発されている。
一方，造園の分野では，昭和 30 年代に既に現在の原型と
なる技術が開発されていたのり面緑化技術を除いて，都市
緑化技術の開発が非常に立ち遅れていた。緑化空間の整備
の主対象が庭園や公園であり，伝統的な職人技術的対応で
こと足りていた。ようやく都市緑化という事業が本格的に
展開し始めた 1970 年代から都市緑化技術の開発が徐々に
進行し始めた。
　1980 年代になると，広範な都市緑化事業の活発化に伴

ない，それを実行可能とするために，様々な都市緑化技術
が開発された。その大きなきっかけとなったのは，都市緑
化製品の開発が新たなビジネスチャンスにつながると業種
を問わず，様々な企業が参入したことによる。現在までに
開発された多くの都市緑化技術を筆者なりに整理・分類し，
それぞれについて実用上，あるいはその技術を開発する上
での研究上の課題を一括とりまとめたのが表 17 である。
また，筆者は自身なりの判断で有用と思われる関係企業に
よって開発された都市緑化技術を広く世に伝えるために

『最新緑花工法・資材便覧，ソフトサイエンス社，1991』
や『都市緑化技術集，環境コミュニケーションズ，2003』
等の図書の刊行に努めてきた。
　さらに情報化時代を迎え，日々，新たに開発される技術
情報を早目に多くの人に周知させるために，当時の（財）都
市緑化技術開発機構のホームページに「みどりの技術プ
ラットフォーム」を作成することを提案し，その作成にあ
たっての指導もした。現在の公益財団法人都市緑化機構の

「緑化技術情報プラットフォーム」である。
　なお，新たに開発された多くの都市緑化技術が知的財産
権を担保するために特許申請される。特許庁の「電子図書
館」に申請・認可された緑化技術に関連する特許・実用新
案に係る情報が掲載されている。緑化技術の現状や開発の
ポイントの大要を知ることができる。

15．　都市緑化の課題と展開
　紙幅の限りもあり，前章までで記述しきれなかった事象
の内，都市緑化の重要性を鑑み，改めて認識し直すべき点
と今後の課題や期待される展開等について，以下に簡潔に
記す。
　⑴　都市緑化では「配植」をより重視
　設計意図に基き，植物材料を美的にかつ機能的に緑化対
象空間に植栽することを配植（植栽デザイン）と呼ぶ。特
に景観性が重視される都市緑化空間の整備においては，
個々の植物の形状や特性，植物同士のなじみや生長度の違
い，あるいは周辺環境との調和・釣合い等の配植に十分留
意する必要がある。この点がなおざりにされている先行事
例も多い。
　⑵　庭園樹の都市緑化空間での活用と伝統的な仕立て技

術の伝承を
　海外では「大型盆栽」として大変評価の高い庭園樹も個
人住宅の庭や日本庭園がつくられることがなくなり，日本
での使用の機会が激減した。このままでは文化財的価値も
有する各地に残る伝統的な仕立て方技術も次代への継承が
難しくなっている。一方，日本の都市の没個性化が言われ
て久しい。都市という人の住む文化的空間の緑景観の形成
を図るためには高さと太さと枝張りで規定された公共用緑
化樹木を使用するのではなく，日本的風情を発揮する上で
好都合の庭園樹を植栽材料として多用することが世界に冠
たる「日本庭園」という環境芸術を有する日本の都市緑化
の使命と言える。そのことによって日本の都市は個性化し，
庭園樹の仕立て技術の保存・伝承につながる。
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表 17︲1　緑化技術の分類体系と実用上・研究上の課題（近藤）
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　⑶　都市緑化空間の再生措置
　造成後，時間の経過した都市緑化空間では植物の年々
歳々の生長によって藪化したり，あるいは生育劣化によっ
て次第に緑化の質や機能が低下したり，時にはかなり荒廃
した空間も目につく。このような空間においては間伐や思
い切った再生措置を施し，緑化空間の快適性と健全性を回
復させることが求められる。
　⑷　都市緑化手法としてのコンテナガーデニングの活用を
　草花から高木に至るまで，様々な植物を植え込んだコン
テナ（植栽容器）を適宜，各種の空間に配置することによっ
て修景効果を発揮するコンテナガーデニング手法は舗装面
空間や人工地盤の多い都市空間では有効な緑化手法とな
る。イタリアルネサンス期の庭園やフランスのベルサイユ
宮苑等で用いられてきたオランジュリー（柑橘園）や中国
の盆景園（大型の盆栽を空間の一角に数鉢配し，空間をデ
ザインする手法）が，その格好の手本となる。
　⑸　改めて都市緑化植物園の整備・充実を
　昭和 51（1976）年から時の建設省（現国土交通省）が
全国の主要公園緑地の一角に「都市緑化植物園（緑の相談
所）」を開設し，都市緑化に使用される樹木等の展示見本
園として整備した。現在の都市緑化の新たなニーズに合わ
せ，リニューアル等の措置を望みたい。また「日本植木協
会」が北海道から鹿児島まで全国 70 箇所近くの主要な植
木生産者の生産圃場を市民に開放し，植木に親しんでもら
おうという意図で整備した「日本列島植木植物園」は生産
者の植木の普及啓蒙の自助努力として高く評価でき，さら
なる充実を図るため国や地方自治体が何がしかの支援・助
成策を講ずることを期待したい。
　⑹　都市緑化に関する顕彰・評価制度のさらなる充実を
　近年，各所で緑化に係わる様々な「コンクール」や「コン
テスト」が実施されている。「公益財団法人都市緑化機構」
では，優れた緑の空間づくりの計画を顕彰する「緑の環境
デザイン賞」，緑を増やし守る取組みの実績を顕彰する「緑
の都市賞」，特殊空間の優れた緑化技術を顕彰する「屋上・
壁面・特殊緑化技術コンクール」，あるいは評価制度とし
て「社会・環境貢献緑地評価システム（SEGES）による評
価（都市オアシス認定）」や「都市緑化技術審査証明事業」
を実施している。今後は受賞した作品，成果等をより広く

広報し，その所在を市民に知らせることが重要となる。
　⑺　各都道府県単位で「都市緑化事例マップ」の作成
　日本各地の都市で，様々な都市緑化事例が実施され，新
たな都市緑化空間が次々と誕生している。これらの情報が
全く一元化されていない。筆者の所属したかっての研究室
では東京都を対象に屋上緑化等の代表的都市緑化空間の所
在とその評価を一括した「東京都市緑化手法マップ・緑化
空間名所別ランキング」を作成し，公表した。少なくとも
各都道府県に同様のものが作成されると，都市緑化の普及
啓蒙策に間違いなく役立つ。

16．　お わ り に
　本稿をまとめるにあたり当初，学生時代を含めると 47
年間の「農大・造園人生」の総決算として専門的に取組ん
できた都市緑化に係るあらゆる事象を 1 つの学問的体系と
して組み立て築くことを大胆にも意図した。論題名も『都
市緑化学の提唱と構築』と想定していた。
　その骨格を考えるため膨大な関係資料，あるいは筆者自
身の 500 編を超える都市緑化に関する著作や記事，講演資
料を読み返す作業に着手したが，とても短期間でそのこと
を成すことの困難さに直面した。中でも筆者自身のものも
含め，これまで収集してきた多くの関係資料を退職を機に
散逸，一部処分してしまったことが事の成就を妨げた。改
めて収集し直す時間的余裕もなかった。苦肉の策としてま
とめ上げたものが本稿である。都市緑化学を構築する上で
主要な単元，項目になると思われる事象について専ら筆者
の独自の見解を断片的に書き連ねたものである。したがっ
て総説論文として最も重要であると思われる客観性に富
み，それなりの体系となっているものにはとてもなってい
ない。正直，論調も総説論文にふさわしい体裁をとってい
ない。
　今後，機会があれば現時点の関係情報を整理した『都市
緑化学』なる図書の刊行を目指したい。本稿はそのための
序章であると理解頂ければ幸いである。なお，本稿を作成
する上で参考にした関係文献はほとんど全て筆者のもので
あり，本編中にその幾つかは記したが，紙幅の都合もあり，
巻末に一覧することを省略したこともお断りしておく。

表 17︲2　緑化技術の分類体系と実用上・研究上の課題（近藤）
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